
業務説明会概要

２０２６年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度） 受験者の皆様へ

松江地方検察庁
業務説明会のご案内

内 容：業務内容の説明、庁舎内の見学、職員との座談会

【予約受付期間】６月１２日（金）午後３時まで
後日、予約完了の通知をメールでお知らせします。

場 所：松江地方検察庁 松江市母衣町50番地（松江法務総合庁舎３～５階）

申込方法：メール予約 ppo33-saiyo7.tqi@i.kensatsu.go.jp
【入力内容】 １ 氏名（よみがな）２ メールアドレス

３ 電話番号 ４ 参加希望日時（第２希望まで）

日 時：

※ 所要時間は、2時間程度を予定しています。

第２回 ６月１８日(木) 午後１時３０分
第３回 ６月１９日(金) 午後１時３０分

第１回 ６月１６日(火) 午後１時３０分

問い合わせ先

※ メール予約できない方は、お電話ください。

検察庁の職員による仕事の説明のほか職場見学や質問の機会を設けています
ご参加お待ちしています

℡ 0852 – 32 – 6700（ 代表 ）音声ガイダンス⑤番
( 平日 午前９時 ～ 午後５時 )

人事担当 ：岩橋、小畑

松江地検ＨＰ

松江地検広報
キャラクター
しじみこちゃん

いわはし こばたけ

松江城を望む城下町に位置しています

松江地方検察庁

法秩序の維持に携わる仕事です

お気軽にお問い合わせください

ほ ろ ま ち



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
大卒程度 ２(１) ２(１) ２(０) ４(３)
高卒程度 0 0 0 0

～採用８年目 男性事務官～

検察庁・検察事務官とは検察庁・検察事務官とは

先輩職員からのメッセージ

Q 検察庁の志望動機は？

採用２年目 男性事務官

Q どのような仕事内容ですか？

松江地方検察庁の魅力

採用６年目 女性事務官

仕事内容が個人の権利や利益に関わるものなので、法律を遵守の上、慎重に取り組まなけれ
ばならない責任ある仕事ですが、その分やりがいも大きく、毎日楽しく仕事をしています。

また、検察庁は研修制度も充実していますし、松江地検では配属の垣根を越えたサポート体
制が整っているので安心して仕事に取り組むことができます。

私は、立会事務官として勤務し、検察官のパートナーとして、刑事事件の捜査や裁判に関
する業務を行っています。検察官の取調べに立ち会ったり、検察官と共に事件現場に行くほ
か、警察や被害者といった事件関係者や、裁判所・弁護士との連絡調整なども行っています。

Q 皆さんへのひとこと

任官５年目 男性副検事

Q 副検事とは？ 事務官から副検事へ
検察庁に検察事務官として採用され検察事務官として職務経験を経た上で内部試験に合格す

ればなれる検察官です。職務内容としては、司法試験を合格してなる検察官である検事と副検
事とで大きく異なることはありません。

Q 副検事を目指した理由は？
検察官は、捜査において大切な人を亡くした方や大切な物を奪われた方などの事件の被害者

から話を聞いて、その証言を刑事裁判で証拠として請求するなどします。このように事件の
被害者に寄り添うことができる検察官の仕事に魅力を感じ、副検事を目指そうと思いました。

その他、男性職員の育児休業、子の看護休暇などの
各種休暇・休業制度も積極的な利用を推進しています。

検察庁の役割は、適正な捜査手続を通じて、刑事事件の事案の真相を解明し、真に罰すべ
きものがあれば、これを起訴し、その者の犯した罪に見合った刑罰が科されるように公判活
動（裁判）を進めていくことにあります。

その中でも、国家公務員一般職試験合格者から採用される検察事務官は、検察官を補佐し、
又はその指揮を受けて、事件の捜査から裁判の遂行、刑の執行に至るまでの一連の刑事手続
に関する業務を行うほか、総務・人事・会計等の業務まで、幅広く仕事を行っています。

松江地方検察庁は、比較的規模の小さい庁ですが、その分、職員との距離が近く、良好なコミュニケー
ションが図れている風通しのよい職場となっています。また、ワークライフバランス実現のため、積極的な
年次休暇の取得や超過勤務の削減などの取組にも力を入れており、仕事とプライベートを両立しやすい環境
が整っています。

刑法、刑事訴訟法等の法律を学んだことがない方、法学部出身では
ない方でも、採用後の研修、実務を通して身につけることができます

近年の採用状況（ 松江地検 ）
ぜひ、松江地検に足を運んで
職場の雰囲気を感じてみてね ！
お待ちしています ！

Q どのような仕事内容ですか？

検察庁ＨＰ
検察庁の業務

島根の安全を私たちも守っています

将来は、法律に携わる職に就きたいと思っていたところ、就職活動中に捜査・公判事務に
直接関わることのできる副検事に興味を持ち、検察事務官を目指すようになりました。

現在は、検察官（検事、副検事）と一緒に仕事をしていく中で、社会正義を実現する検察
官の姿を身近に感じつつ、検察庁の一員として業務に取り組んでいます。

現在、私は、事件・令状担当として、警察などから送致される事件記録の受理、起訴・不
起訴の事件処理、被疑者の勾留といった令状手続等を行っています。

日々、様々な事件を取り扱い、警察、検察庁、裁判所それぞれの「架け橋」となる要の仕
事ですが、上司や先輩に助けてもらいながら、日々の業務に励んでいます。

※（ ）は女性の内数です。


